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岩内町立小中学校閉校記念記録映像作成業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

 ⑴ 業務名  

岩内町立小中学校閉校記念記録映像作成業務 

 ⑵ 業務の目的 

   本町では、既存の小中学校４校を統合し、施設一体型義務教育学校「岩内中央学園」の令和

８年４月開校を予定している。 

この新たな学校の開校に伴い、既存の小中学校４校については、令和７年度末に閉校を迎え

ることから、閉校となる４校の記念動画を制作することで、小中学校の校歌を映像と音声で保

存し、学校の歴史や文化を後世に伝え、卒業生や教職員の思い出を共有する場を提供し、地域

コミュニティの絆を強化することを目的とする。 

 ⑶ 業務の内容 

   別添「岩内町立小中学校閉校記念記録映像作成業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おりとする。 

 ⑷ 契約上限額 

   契約上限金額 ５，９６２，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

なお、この金額は業務規模の目安であって、契約時の予定価格ではない。 

 ⑸ 契約期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルへの企画提案に参加しようとする者は、参加資格として以下の要件のすべてを

満たしている者とする。 

  ① 参加者又は参加表明をする法人の代表者が成年後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で

ないこと。 

  ② 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規定に基づく精算の開始、

破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定に基づく破産手続開始の申

立て、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

  ③ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項各号（同令第 167条の 11

第 1項において準用する場合も含む。）に掲げる者でないこと。 

  ④ 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項の規定により、競争入札への参加を排除されている

者でないこと。 

  ⑤ 北海道内に本店又は支店、営業所を有していること。 

  ⑥ 企画提案書の提出日において、令和 7・8年度の岩内町競争入札参加資格者名簿に登録され
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ている者（以下「有資格者」という。）であること。 

  ⑦ 契約締結までの間に、国、北海道及び岩内町から競争入札参加資格者について指名停止等

の措置を受けていない者であること。 

  ⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。

以下同じ。）及び暴力団又はその構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者並びにこれ

らの統制下にある者でないこと。 

  ⑨ 自己の責任による災害、事故について迅速に対応ができるとともに相応の補償能力がある

こと。 

 

４ 契約方法 

  提出された企画提案書及び提案者によるプレゼンテーションの内容を審査する審査委員会を開

催し、評価が最も優れている事業者を第１優先契約候補者として選定し、随意契約により委託契

約を締結する。 

  なお、第１優先契約候補者に選定された事業者が辞退した場合、若しくは「２ 参加資格要件」

を満たさなくなった場合は、次点者を第２優先契約候補者に選定し、契約の交渉を行うこととす

る。 

  また、参加提案者が 1者の場合にあっても審査を実施し、提案内容が審査基準を満たすと認め

る場合は、その事業者を契約候補者として選定し、随意契約により委託契約を締結する。 

    

５ 質問及び回答 

 ⑴ 提出書類 

   質問書（様式第３号）により提出すること。 

 ⑵ 受付期限 

    令和７年５月７日（水）１７時まで【必着】 

 ⑶ 提出場所 

   「13 担当部署」に同じ 

 ⑷ 提出方法 

   電子メールで提出すること。 

   ※１ 持参、口頭及びＦＡＸによる質問は受け付けません。 

   ※２ 件名を「岩内町立小中学校閉校記念記録映像作成業務に関する質問（貴社名）」とする

こと。 

 ⑸ 回答方法 

   質問に対する回答は、質問受付期限後に一括で行うこととし、令和７年５月１２日（月）ま

でに、岩内町公式ホームページで公開する。 

 ⑹ その他 

本要領、仕様書に関する内容以外の質問は受け付けないものとする。 
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６ 参加表明手続 

 ⑴ 提出書類（各１部） 

  ① 参加表明書（様式第１号） 

  ② 参加表明事業者概要調書（様式第２号） 

    契約書の写し、業務の概要が分かるものを添付すること。 

 ⑵ 提出期限 

   令和７年５月１４日（水）【持参、郵送ともに必着】 

 ⑶ 提出場所 

   「13 担当部署」に提出すること。 

 ⑷ 提出方法 

   電子メールにて提出すること。 

 ⑸ 参加事業者の決定 

   提出のあった参加表明書を審査のうえ参加事業者を決定し、参加表明のあった事業者に対し、

審査結果を令和７年５月１６日（金）までに電子メールにて通知する。 

 

７ 企画提案書の提出 

 ⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書（様式第４号） 

   ア 企画提案書は、Ａ４版縦（Ａ３版も可とするが、Ａ４版縦の大きさに織り込むこと。）の

規格で作成し、片面印刷とすること。 

   イ 枚数には制限は設けないこととし、一連の文書番号を記載すること。 

   ウ 文章を補完するために、写真やイラスト等を使用しても構わないこととする。ただし、

社名やロゴなど提案者が特定できるような図柄は入れないこと。 

  ② 見積書（Ａ４版・任意様式） 

    合計金額（消費税及び地方消費税の額を含む）のほか、提案内容に示された業務に係る経

費の積算内訳（数量含む）についても記載すること。 

  ③ 業務推進体制（Ａ４版・任意様式） 

    構成メンバーの役職・所属、役割分担の他、本業務の担当者について、業務経歴や経験年

数等を記載するとともに、類似業務での実績や特記事項があれば記載すること。 

  ④ 業務実施体制（Ａ４版・任意様式） 

    業務の実施体制、分担業務の内容について記載すること。 

 ⑵ 提出部数 

   紙媒体７部（会社名等を記入したもの１部、記入しないもの６部） 

   ※ プロポーザル審査委員が企画提案書を公平に評価するため、提案した企業名等が特定さ

れないように配慮するためである。企画提案書本文においても、提案企業名がわからない

よう配慮すること。 
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 ⑶ 提出期限 

   令和７年５月２３日（金）午後５時まで【必着】 

 ⑷ 提出場所 

   「13 担当部署」に同じ 

 ⑸ 提出方法 

   持参または郵送 

   なお、郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとする。 

 ⑹ 留意事項 

  ① 提出後、企画提案書等の再提出、修正等は一切認めない。 

  ② 本要領や仕様書に示していない内容であっても、本町にとって有益になると思われるもの

については、積極的に提案すること。 

 

８ 失格要件 

  次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

  ① 「３ 参加資格要件」を満たしていない場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ③ 実施要領等で示された条件に適合しない場合 

  ④ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

  ⑤ 審査委員会委員又は関係者に対し、この業務に関する助言を求めることや不正な接触を 

行った場合 

 

９ 企画提案の審査及び選定 

 ⑴ 審査委員会の設置 

   企画提案の審査評価及び候補者の特定を行うため、岩内町立小中学校閉校記念記録映像作成

業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 ⑵ プレゼンテーション等の実施 

   審査委員会において、提案内容をより理解するため、プレゼンテーション及びヒアリングを

次のとおり実施する。 

   なお、企画提案書の提出時点で５者以上の提出があった場合は、審査委員会において１次審

査を実施し、１次審査を通過した参加者のみプレゼンテーションを実施する場合がある。その

際には、１次審査結果を提案者全員に通知する。 

  ① 実施日 

    令和７年５月２８日（水）から令和７年５月３０日（金）の間で実施 

  ※詳細な日時等については、別途通知する。 

  ② 実施場所 

    岩内町役場庁舎 

  ③ 実施方法 
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   ア １者の持ち時間は３０分以内（提案２０分、質疑１０分以内）とする。 

   イ 必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは本町が用意する。その他の機器につ

いては、提案者が準備すること。 

   ウ プレゼンテーションを実施する際に、提案書提出時に提出していない新たな資料を提出

することはできない。 

   エ プレゼンテーション当日に指定の場所、時刻に来ない場合は、辞退したものとみなす。 

 ⑶ 契約候補者の選定 

   審査委員会において、企画提案書・見積書・プレゼンテーションの内容を評価・採点した   

結果を集計し、最も得点の高かった者を委託契約交渉順位第１位の受託候補者とし、次点の者

を準受託候補者として選定する。 

⑷ 結果通知 

   審査結果は、プレゼンテーション参加者対し、電子メールで通知する。 

 

10 審査基準 

  審査に対する評価項目、評価内容及び配点は次のとおりとする。 

評価項目 評価内容 配点 

業務実績 【信頼性】 

事業者の財務内容、規模、類似事業の受注実績等を踏まえ、

信頼が持てる事業者であるか。 

５ 

【実施体制】 

業務を遂行するための担当者の配置、人選、経験年数が適切

か。 

５ 

提案内容 【提案ポイント】 

実現可能な業務・スケジュールとなっているか。 

１０ 

【提案ポイント】 

動画の内容について仕様書に記載された要素が盛り込まれ

ているか。 

１０ 

【提案ポイント】 

動画の要件・企画について仕様書に記載された内容を満たし

ているか。 

１０ 

【独自提案】 

本町の業務課題や想いに寄り添った提案ができているか。 

１５ 

【独自提案】 

仕様書には記載されていないが、本町にとって有益で活用可

能な提案がされているか。 

１０ 
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安全性 肖像権や著作権、トラブルに対して対策を講じているか。 ５ 

見積価格 提案内容に見合った適切な見積価格となっているか。 ５ 

将来性 学校の歴史や文化を後世に伝えていくための将来的な提案

がされているか。 

２０ 

プレゼンテーション 提案内容のわかりやすさ、質疑応答の適格性など。 ５ 

合 計 １００ 

 

11 契約に関する事項 

 ⑴ 本業務委託契約は、指名選考委員会での審議を経た後、正式に見積書を徴収の上、随意契約

の方法により契約を締結するものとする。ただし、受託候補者との協議が合意に達しない場合

は、準受託候補者と同様の協議を行うものとする。 

 ⑵ 本業務の一部を再委託しようとする場合は、あらかじめ再委託の内容・再委託先・その他再

委託に対する管理方法などを書面により提出し、町の承認を得なければならない。なお、再委

託先の作業等に関し一切の責任は受託者が負うものとする。 

 ⑶ 契約締結後においても、受託者に本提案における失格事項、不正又は虚偽記載等と認められ

る行為が判明した場合は、契約を解除できるものとする。 

 

12 その他 

 ⑴ 本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、全て参加者の負担とする。 

 ⑵ 提出された企画提案書等は、一切返却しないものとする。 

 ⑶ 企画提案書等のため作成した資料や本町から受領した資料は、本町の許可なく公表又は使用

することはできない。 

 ⑷ 提出書類等に記載された個人情報は、本業務の受託候補者の選定のみに使用し、その他の目

的には一切使用しない。 

 ⑸ 本プロポーザルにおいて使用する言語や通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 ⑹ 参加者が１者のみであっても、参加資格を有する業者であれば本プロポーザルを実施するも

のとする。 

 ⑺ 審査結果及び選定者名は公表する。 

 ⑻ 参加表明書又は企画提案書の提出後に辞退する場合には、辞退理由等を記載した辞退届（様

式第５号）を提出すること。辞退することによって、今後の岩内町との契約等に不利益な取扱

いをするものではない。 

 

 



7 

 

13 担当部署 

  〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台１３４番地１ 

  岩内町教育委員会 総務・学校整備課学校整備係 

  TEL：0135-67-7099 FAX：0135-67-7105 

  E-mail：gimu@town.iwanai.lg.jp 

   

14 スケジュール（予定） 

  本プロポーザルの実施スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

実施内容 日 程 

プロポーザル実施公告 令和 7年 4月 28日（月） 

質問書の提出期限 令和 7年 5月 7日（水） 

質問書の回答期限 令和 7年 5月 12日（月） 

参加表明書の提出期限 令和 7年 5月 14日（水） 

参加資格審査結果通知 令和 7年 5月 16日（金）まで 

企画提案書等の提出期限 令和 7年 5月 23日（金） 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施 
令和 7年 5月 28日（水）から 

令和 7年 5月 30日（金）の間で実施 

選考結果通知 令和 7年 6月上旬予定 

業務委託契約の締結（随意契約） 令和 7年 6月中旬予定 

 


